
事 務 連 絡  

令和３年９月 10日  

 各都道府県教育委員会指導事務主管課 

 各指定都市教育委員会指導事務主管課 

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 担 当 課  御中 

  附属高等学校を置く各国公立大学法人 

 附 属 学 校 事 務 担 当 課 

 

文部科学省初等中等教育局  

参事官（高等学校担当）付  

産 業 教 育 振 興 室  

 

令和３年度高等学校各教科等教育課程研究協議会〔職業に関する教科〕の 

オンライン開催及び開催日の一部変更等について 

 

 標記について、「令和３年度小学校及び中学校各教科等教育課程研究協議会及び高等学校

各教科等教育課程研究協議会の開催日程等について」（令和３年３月 19 日付け事務連絡）

にて日程等を御連絡したところですが、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から

会場参集ではなく、オンラインで開催、併せて、開催日に変更がございますので、御不便を

おかけしますがご理解頂きますようお願いいたします。 

 ついては、参加者の出席登録及び資料（工業、商業及び家庭）について、下記の通りご提

出いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 開催日及び開催方法の変更等について（別紙１のとおり） 

２ 参加者の登録方法について（別紙２のとおり 〆10/15） 

３ 協議内容資料提出について（別紙３のとおり 〆11/12）※工業科、商業科、家庭科 

４ 教育課程に関する質問事項及び考え方（〆10/15） 

  ※質問事項がある場合は、【別紙様式２】質問事項により提出してください。 

 (※質問事項がない場合には提出不要)。 

  以上 
 

 

  

（本件担当） 

   文部科学省初等中等教育局参事官（高等学校担当）付 

   産業教育振興室 産業教育係（渡邉、津ヶ原、鴨谷）  

   〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 

   ＴＥＬ 03-5253-4111 内線（2904,2384） 

   メール sangyo@mext.go.jp 



（別紙１） 

 

令和３年度高等学校各教科等教育課程研究協議会〔職業に関する教科〕 

の開催日及び開催方法の変更等について 

 

１ 開催期間 

令和３年１１月２４日（水）～１１月２９日（月） 

 

２ 開催日程 

開催日程（終了時刻は予定） 部 会 開催方法(予定) 

１１月２４日（水） １０：００～１６：００ 農業、工業 Webex 

１１月２５日（木） １０：００～１６：００ 

※家庭科は１３：００～ 

水産、家庭 Webex 

１１月２６日（金） １０：００～１６：００ 商業、福祉 Webex 

１１月２９日（月） １０：００～１６：００ 

※情報科は１３：００～ 

情報、看護 Webex 

※看護部会については、当初予定していた日程から変更があります。 

※部会によっては予定時刻より早く終了する可能性があります。 

 

３ 開催方法 

  Cisco Webex を利用したオンライン会議 

  ※参加登録者に別途 URL 又はミーティング番号 （アクセスコード）及びパスワードを

通知します。 

※事前に接続テストを実施予定です。接続テストについては後日御連絡いたします。 

 

４ 資料 

  会議開催前に送付 

 

５ 参加対象者 

（１）都道府県・指定都市教育委員会 

ⅰ）各都道府県・指定都市教育委員会の各教科等担当指導主事 

ⅱ）各都道府県・指定都市において指導的立場にある教員のうち、都道府県又は指定都

市教育委員会の推薦する者 

（２）都道府県私立学校担当部局、私立学校協会及び私立学校等 

  参加を希望する都道府県私立学校担当部局、私立学校協会又は私立学校等の担当者 

（３）国立大学法人附属学校 

  参加を希望する国立大学法人附属学校の校長、教頭又は教員等 
  



（別紙２） 

 

参加者の登録方法について 

 

 

１ 作成要領 

（１）１列目（Ｂ列）は都道府県・指定都市番号を半角数字で、２列目（Ｃ列）には都道府

県・指定都市名を記入すること。いずれも全員について記入することとし、空白や「〃」

とはしないこと。「都」「道」「府」「県」「市」は省略しないこと。なお、国立大学

法人については、事務局本部が所在する都道府県番号を使用すること。 

（２）３列目（Ｄ列）はドロップダウンリストから国立、公立、私立を選択すること。 

（３）４列目（Ｅ列）には氏名を、５列目（Ｆ列）には所属及び職名を記入すること。姓と

名の間及び所属と職名の間は全角で１文字空けること。 

（４）６列名（Ｇ列）にはドロップダウンリストから部会名を選択して記入すること。部会

名については必ずドロップダウンリストから選択し、誤りがないようにすること。 

（５）７列目（Ｈ列）には参加者に連絡可能なメールアドレスを記載すること。後日、この

メールアドレスに各部会のペーパーレス化対象資料を事前送付するため、必ず参加者本

人に連絡できるメールアドレスを記載すること。 

（６）８列目（Ｉ列）の備考には特記事項があれば記載すること。 

 

２ 留意事項 

（１）外字は使用しないこと。代替可能な文字がない場合は、メールで送信するファイルで

は当該文字を「？」とし、併せてＦＡＸにて名簿を送信すること。 

（２）文字のセンタリングや均等割り付け、けい線等の装飾は行わないこと。 

（３）行が不足する場合には、17行目以降に行を追加すること。 

 

３ 提出方法 

（１）都道府県・指定都市教育委員会 

各都道府県・指定都市教育委員会においてとりまとめ、「【別紙様式１】参加者登録

様式.xlsx」を提出（ファイル名「00【○○県、市(公)】【別紙様式１】参加者登録様

式」）すること。 

（２）都道府県私立学校担当部局、私立学校協会及び私立学校等 

   各都道府県私立学校担当部局においてとりまとめ、参加者登録様式を提出（ファイル

名「00【○○県(私)】参加者登録様式」）すること。 

（３）国立大学法人附属学校 

   国立大学法人ごとに、参加者登録様式を提出（ファイル名「00【○○大(国)】」）す

ること。 

 



 

４ 提出期限 

  令和３年１０月１５日（金）締切 

 ※ 期日に間に合わない場合には、下記担当へ御一報ください。 

 

５ 提出先 

参事官（高等学校担当）付産業教育振興室産業教育係（sangyo@mext.go.jp）宛てにメ

ールにて御提出ください。 

※産業教育振興室へ提出する際は、参加者登録、工業、家庭及び商業資料、質問事項をまと

めて提出いただいて構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙３） 

 

令和３年度高等学校各教科等教育課程研究協議会〔職業に関する教科〕 

協議内容に関する資料の御提出について（依頼） 

 

 標記研究協議会のうち、工業及び家庭部会においては、協議の際に使用する資料の

提出をお願いいたします。 

 

【工業科】 

１．提出資料（事例がある場合のみ） 

  情報交換様式（工業） 

  ※ファイル名には都道府県・指定都市番号及び都道府県名を加えてお送りください。 

   例：01北海道【別紙】情報交換様式（工業） 

※参加者で共有します。資料中の肖像権やプライバシー侵害等にご配慮ください。 

２．提出期限 

令和３年１１月１２日（金）締切 

※期日に間に合わない場合には、下記担当及び担当教科調査官へご一報ください。 

 

３．提出先 

 本件担当（sangyo@mext.go.jp）及び担当教科調査官（naito-takashi@nier.go.jp）

宛てにメールにて提出してください。 

 

【商業科】 

１．提出資料 

  情報交換様式（商業） 

  ※ファイル名には都道府県・指定都市番号及び都道府県名を加えてお送りください。 

   例：01北海道【別紙】情報交換様式（商業） 

 

２．提出期限 

令和３年１１月１２日（金）締切 

※期日に間に合わない場合には、下記担当及び担当教科調査官へご一報ください。 

※参加者で共有します。資料中の肖像権やプライバシー侵害等にご配慮ください。 

３．提出先 

 本件担当（sangyo@mext.go.jp）及び担当教科調査官（tanaka-kei@nier.go.jp）

宛てにメールにて提出してください。 

 

 

 



【家庭科】 

１．提出資料 

  情報交換様式（家庭） 

  ※ファイル名には都道府県・指定都市番号及び都道府県名を加えてお送りください。 

   例：01北海道【別紙】情報交換様式（家庭） 

 

２．提出期限 

令和３年１１月１２日（金）締切 

※期日に間に合わない場合には、下記担当及び担当教科調査官へご一報ください。 

※参加者で共有します。資料中の肖像権やプライバシー侵害等にご配慮ください。 

３．提出先 

 本 件 担 当 （ sangyo@mext.go.jp ） 及 び 担 当 教 科 調 査 官 （ yamamura-

toshiyo@nier.go.jp）宛てにメールにて提出してください。 

※産業教育振興室へ提出する際は、参加者登録、工業、家庭及び商業資料、質問事項をまと

めて提出いただいて構いません。  



（参考）都道府県・指定都市番号 

 

 

都道府県・指定都市教育委員会及び都道府県私立担当部局から提出する全ての電子媒体に

は、以下の都道府県・指定都市番号を共通して使用しますので御留意ください。 

なお、国立大学法人については、事務局本部が所在する都道府県番号を使用してくださ

い。 

 

北海道 01      福井県 18      山口県 35      川崎市 52 

青森県 02      山梨県 19      徳島県 36      横浜市 53 

岩手県 03      長野県 20      香川県 37     名古屋市 54 

宮城県 04      岐阜県 21      愛媛県 38      京都市 55 

秋田県 05      静岡県 22      高知県 39      大阪市 56 

山形県 06      愛知県 23      福岡県 40      神戸市 57 

福島県 07      三重県 24      佐賀県 41      広島市 58 

茨城県 08      滋賀県 25      長崎県 42     北九州市 59 

栃木県 09      京都府 26      熊本県 43      福岡市 60 

群馬県 10      大阪府 27      大分県 44      静岡市 61 

埼玉県 11      兵庫県 28      宮崎県 45       堺市 62 

千葉県 12      奈良県 29     鹿児島県 46      新潟市 63 

東京都 13     和歌山県 30      沖縄県 47      浜松市 64 

神奈川県 14      鳥取県 31      札幌市 48      岡山市 65 

新潟県 15      島根県 32      仙台市 49     相模原市 66 

富山県 16      岡山県 33    さいたま市 50          熊本市 67 

石川県 17      広島県 34      千葉市 51 

 


